
 

 

 

Ⅰ 利用申請について 

１．対象者 （原則①～③をすべて満たす児童） 

① 令和 7 年４月１日付で新規にこころん通所利用を希望する児童 

② 平成３1 年４月２日～令和 4 年４月１日生まれの児童 

③ 令和 7 年４月１日時点で新潟市に居住（住民登録）する児童 

２．申請の手順 

① こころん通所の見学（随時受付しています。電話で申し込みください。） 

＊こころん通所の利用申請を希望される方は必ず事前に見学をしてください。 

見学時には「こころん通所」の概要をご説明し、実際の療育の様子を見ていただきます。 

    

② 「こころん通所利用申請書」を受け取る 

＊「こころん通所利用申請書」は新潟市立児童発達支援センターのホームページから 

ダウンロードできます。 

 見学の際、「こころん通所利用申請書一式」をお渡しすることもできます。 

 

③ 「こころん通所利用申請書」を申請受付期間内にこころん通所へ提出 

＊提出時に面談日時を予約してください 

☆申請受付期間：令和 6 年９月２4 日（火）～令和６年１０月１１日（金） 

             平日 8：30～17：00  土曜日 8：30～12：30 

④ 面談、発達検査（遠城寺式・乳幼児分析的発達検査） 

令和６年１０月１５日（火）～１１月２２日（金） 

＊予約した日時に親子で来所してください。（おおむね１時間かかります。） 

 こころん通所職員と面談および検査を行います。 

３．選考について 

   面談と発達検査結果を踏まえて、児童発達支援センターこころん通所利用の必要性を

複数人で審査し選考します。 

４．結果通知 

   令和６年１２月９日（月）に発送予定 ＊進捗状況により、前後する可能性があります。 

５．申請にあたっての注意事項 

〇こころん通所利用申請と並行して保育園等にも申請をしてください。 

＊選考の結果、こころん通所利用ができない場合もあります。 

〇申請書類に不備がある場合は、受付ができません。 

〇申請受付期間を過ぎてからの申請は、ご相談ください。 

令和 7年度 児童発達支援センター（こころん）通所利用のてびき  

 

 
利用決定まで 



  

Ⅱ 利用までの手続き 

〇こころん通所を利用することは、児童福祉法に規定するサービス「児童発達支援」を 

利用することになります。 

１．児童発達支援の内容 

  日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練の支援を行います。 

２．児童発達支援を利用するには「受給者証」が必要です。 

＊障がい福祉サービスを利用するためのパスポートのようなものです。 

３．サービス利用までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 相談（各区役所健康福祉課障がい福祉係や指定障がい児相談支援事業所で 

こころん通所利用を伝えて相談します。） 

④ 指定障がい児相談支援事業所にお子さんの「障がい児支援利用計画案」 

を作成してもらう。 

（保護者に確認していただいた後、指定障がい児相談支援事業所が各区役所 

健康福祉課障がい福祉係に「障がい児支援利用計画」を提出します。） 

 
利用決定してから 

② 申請（各区役所健康福祉課障がい福祉係で受給者証の申請を行います。） 

 

③ 聞き取り調査（申請に伴い、区役所のケースワーカーが状況を聞き取ります。） 

 

 

⑥ こころん通所と利用契約 

⑦ こころん通所の利用開始 

⑤ 支給決定（受給者証が交付されます。） 

 

 

 



Ⅲ 利用者負担について 

１．児童発達支援利用料 

児童発達支援は、原則として費用の１割が利用者の負担となりますが、世帯の所得に応

じて１か月あたりの上限額を定め、負担が重くならないようにしています。但し、幼児教

育・保育の無償化に伴い３歳から５歳まで（満３歳になって初めての４月１日から３年間）

の児童発達支援利用料は無料です。 

♢参考 

＊障がい児の負担上限月額 

区分 世帯の収入状況 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

低所得 市民税非課税世帯 ０円 

一般１ 市民税課税世帯（所得割２８万円未満） ４,６００円 

一般２ 上記以外 ３７,２００円 

         ※所得を判断する際の世帯範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯 

＊その他の軽減措置 

・新潟市の独自軽減措置（市民税課税世帯の方は利用者負担額が２割軽減されます） 

・多子軽減措置（障がい児通所支援を利用している児童に兄姉がいる場合、利用者負担を１割負担から軽減する制

度があります。但し軽減には世帯の所得、兄姉構成の要件があります。） 

２．給食費 

食費はそれぞれの「受給者証」の内容により、1食あたりの金額が決定されます。 

世帯所得税 食費（1 食） 

生活保護受給世帯 0 円 

市民税非課税世帯 ０円 

市民税課税世帯（所得割２８万円未満） １００円 

上記以外 ５２０円 

※市独自の利用者負担軽減措置として、18 歳に達する日以降の最初の３月 31 日までの間の児童が

3 人以上いる保護者の場合、第 3 子以降の児童に係る食事提供に要する費用は 0 円となります。 

 

◎当センターに支払う料金は月ごとに精算します。 

翌月２５日（土日・祝日の場合は翌営業日）までに納入通知書兼領収証書により指定

金融機関でお支払いください。 

 

Ⅳ その他 

◎こころん通所利用ができなかった方へ 

   お子さんに合わせたサービス利用ができるよう、関係機関に繋ぐお手伝いをします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【問い合わせ先】 

新潟市立児童発達支援センター「こころん」 

〒９５０－０９８６ 

新潟市中央区神道寺南２丁目４－２７ 

☎ ０２５－２４５－８７５６（事務室） 

☎ ０２５－２４７－６５３１（通所） 

担当 通所支援グループ 亀山 

 

交通のご案内 

◎バスをご利用の方：新潟駅から 

・15 番線 S6：長潟線 

・16 番線 S7：スポーツ公園線 

     E9：山二ツ線 

バス停【紫竹山】または【弁天橋】 

下車後 徒歩約１０分 

 

◎車をご利用の方 ：桜木インター・弁天インター 

より鳥屋野潟沿いに５分 

          駐車場あり 

新 潟 駅 南 口 

 

紫竹山 

小学校 

鳥屋野総合 
体 育 館 

弁天 I.C. 

 
新潟市立児童発達
支 援 セ ン タ ー 
「 こ こ ろ ん 」 

鳥 屋 野 潟 

新潟バイパス 

弁天橋バス停 

ウ オ ロ ク 
神道寺店 

桜木 I.C. 

案内図 

ほのわちゃん 

新潟市子育て応援キャラクター 

紫竹山バス停 


